
生 物 多 様 性 ひ ょ う ご 戦 略 の 改 定

１ 戦略策定の趣旨
これまでの取組を体系的に整理し、その中で明らかとなった課題に対応していくた

めの総合的な指針となる戦略を策定

２ 戦略策定の目的
○県の施策を有機的に連携させ、総合的・体系的・計画的に推進
○県民、事業者、民間団体、行政などが生物多様性の保全に取り組むよう方向付け

３ 戦略の性格
○生物多様性基本法第13条に基づく計画
○兵庫県環境基本計画における「生物多様性の保全」の具体化を図る戦略
○市町の生物多様性に関する戦略の策定や実施において尊重されるべき基本指針
であり、民間団体等の活動に際して尊重されるべき基本指針

４ 戦略の期間
おおむね10年間（平成29年度まで）とし、原則として５年ごとに見直し

生物多様性ひょうご戦略（平成２１年３月策定）

○策定手法
・各地域において活発に活動している多くのＮＰＯ等の活動団体に対して、
意見交換会、戦略に記載すべき内容に関するアンケート調査などを実施し、
広く県民の意見を反映して戦略を策定

○内容の特徴
・森・川・海・里地・都市域の各生態系ごとに、動植物の種類や生息状況や
生息数の動向など兵庫県が有する生物多様性の豊かさを詳細に記述

・コウノトリの野生復帰など兵庫県の先導的な取組とＮＰＯの多彩な活動実
績をとりまとめ

○取組の特徴
・県や市町のすべての事業において生物多様性の視点を取り入れるために、
アドバイザーの設置や工法等の手引きとなる生物多様性配慮指針などの基
盤整備を重点的に推進

・ＮＰＯ等の活動をさらに充実・強化するために、ＮＰＯ等の交流や情報共
有を図るネットワーク化を推進

ひょうご戦略の特徴

１ 「生物多様性ひょうご戦略」の新たな行動計画、数値目標を設定

・平成21年３月の策定以降、の生物多様性を巡る動向や社会経済情勢、環境問題の変化などに適切に対応

・行動計画、数値目標の評価を行い、今後のあり方、方向性などを整理し、新たな行動計画、数値目標を設定

２ 生物多様性国家戦略を踏まえつつ、本県独自の特色を持った戦略を策定

・平成22年10月の生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）で採択された愛知目標の達成に向け、平成24年９

月に改定された「生物多様性国家戦略2012-2020」を踏まえつつ、本県独自の特色を持った戦略とする

改 定 の 方 針

○「生物多様性のめぐみ」の再認識

私たちの暮らしは、生物多様性やそこからもたらされる生態系サービスに支えられおり、自然を守るに

は、その価値を評価することが必要であるとして、自然など天然の資本を自然資本ととらえ、その価値を

認識し、経済的に評価して可視化する取組も進みつつある。将来の世代が豊かに暮らすためにも、生物多

様性保全の必要性を再認識し、記載した

○生物多様性を支えるＮＰＯ等との連携の強化

貴重種や外来種を対象に活動しているＮＰＯ等と連携して、種の状況を監視・調査するネットワークを

構築し、情報を収集することにより、レッドリストやブラックリストの追加・削除を行い、生物多様性の

保全につなげることを行動計画に追加した

○愛知目標に向けた取組の明確化

「生物多様性条約第10回締約国会議」（ＣＯＰ10）において採択された20の愛知目標の達成に向け、

本県として取り組むべき15の目標を生物多様性ひょうご戦略の中で明らかにした

改 定 の 特 徴

すべてのいのちが共生する兵庫をわたしたちの手で未来へ

１ いのちの大切さを基本に、参画と協働のもとで多様な生物を育む社会

２ 人の営みと自然が調和し、多様な生物のいのちのつながりと恵みが循環・持続

する社会

３ 地域性豊かな自然と文化を守り育てる社会

理 念

目 標
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